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ノースカロライナ州親族法の概要 

 ノースカロライナ州親族法の法律は，1 章から 168A 章で構成されるノースカロライナ州法の

第 50 章「離婚及び離婚手当」（Chapter 50: Divorce And Alimony）として規定されている。 

第 50章は５つの節（Article）で構成されており，親権ないし監護権については，その実体的な

内容及び手続につき，第１章の離婚，離婚手当，及び養育費一般（Divorce, Alimony, and Child Support, 

Generally）において規定されている。州ないし国を超える監護権に関する管轄等を規律する

UCCJEA の規定については，第 50A 章として規定されている。 

 

Chapter 50: Divorce And Alimony. 

Article 1. Divorce, Alimony, and Child Support, Generally. 

§ 50-11.2. Judgment provisions pertaining to care, custody, tuition and maintenance of 

minor children. 

§ 50-13.1. Action or proceeding for custody of minor child. 

§ 50-13.2. Who entitled to custody; terms of custody; visitation rights of grandparents; 

taking child out of State; consideration of parent's military service. 

§ 50-13.2A - Action for visitation of an adopted grandchild. 

§ 50-13.3. Enforcement of order for custody. 

§ 50-13.5. Procedure in actions for custody or support of minor children. 

§ 50-13.6. Counsel fees in actions for custody and support of minor children. 

§ 50-13.7. Modification of order for child support or custody.  

Chapter 50A: Uniform Child-Custody Jurisdiction And Enforcement Act And Uniform Deployed 

Parents Custody And Visitation Act. 

 

親権・監護権の概念・内容 

監護権については基本的に Custodyという言葉が使われ，これに面会交流(Visitation)を含めた広

い概念として Parental Right という言葉が使われている。UCCJEA の規定以外には法的監護権

（Legal Custody）と身上監護権（Physical Custody）を区別した規定はない。親等の面会交流権に

ついては，「監護権」に含めるものとみなす旨の規定(50-13.1条(a))もあり，部分的な身上監護権

に相当するものと考えるべき場合もあろうかと思われるので，面会交流権のみを有する親から

子を奪取した場合がハーグ条約上の監護権侵害にあたるかどうかについては，定められた面会

交流の中身を検討する必要があろう。 

2015 年 10 月 20 日の法改正により，監護権の決定に関するノースカロライナ州の目的として，
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次の(1)ないし(5)の事項が明記された（50-13.01 条。ただし，そのことが子の虐待等につながっ

てはならない旨の留保も明記されている。）。 

(1) 不必要な訴訟を減らし，子どもの最善の利益を促進するために子ども中心の子育て協定を

奨励すること。 

(2) 親が子に対する責任を負うことを奨励すること。 

(3) 子どもの生活への両親の積極的かつ継続的な参加および両親との接触が子どもの最善の利

益になる場合には両親の双方との接触を反映するプログラムおよび裁判実務を奨励すること。 

(4) 関係が解消された後であっても，両親が子育ての権利と責任を公平に分担することを奨励

すること。 

(5) 子の最善の利益に資することを決定づけるような，他の親との健全な関係を築き，これを

維持することを各親に勧めること。 

 共同監護権の決定については，いずれかの親からの請求があれば考慮されなければならない

旨が規定されているほか，決定要因として法律で規定されている要因それぞれの考察を反映し，

かつ，子の最善の利益になるものを決定することを裏付ける，書面での事実認定を含めなければ

ならないとされている（50-13.2 条(a)。2015年 10 月 20日の改正により「書面」によることが必

要とされた。）。 

 婚姻中の夫婦が共同で監護権を行使すべき旨あるいは行使できる旨を明示した規定はないが，

離婚訴訟の判決が未成年の子の監護に関する事項についての裁判所の判断を含むものとするこ

とができる旨規定されていること（50-11.2条）からすれば当然の前提と考えてよいであろう。  

 

監護権の決定に前置される裁判所の調停プログラム 

 裁判所は，監護権又は面会交流につき争いのある場合において，相当な理由がある場合には当

事者の申立て又は職権により相調停に付さなければならないとされる（7A 章 39A 節）。この調停

手続きは裁判所事務局（The Administrative Office of the Courts）が創設した子の監護権及び面会交

流についての調停プログラムであり，非公開で進められ，調停で用いられた発言等については原

則として証拠として利用できないようにして当事者の事情を広くくみ取るようなシステムとなっ

ている一方で(50-13.1 条(e))，調停の結果成立した合意については，原則として裁判所の決定と同

様の執行力が確保されている(50-13.1条(g)(h))。もっとも，自発的な調停についての当事者間の合

意がある場合，又は，未成年の子の虐待や放置に関する主張，アルコール依存症・薬物濫用・当

事者間におけるドメスティック・バイオレンスの主張，若しくは，深刻な心理的・精神的・情緒

的な問題の主張がある場合などには，裁判所の決定により裁判所の調停プログラムを経ずに監護

権に関する決定を得ることも認められている(50-13.1 条(c))ほか，各当事者が，調停人の偏見，当

事者に対する無理解その他の偏向を理由として，調停を終了し裁判所で審問を行うことを申し立

てることができる旨の定め(50-13.1条(d))もあり，調停プログラムを利用することが相当でないと

考えられる場合にはこれを利用しない方途についても配慮されている。 

 

ドメスティック・バイオレンス等の考慮 

 裁判所は，監護権に関する決定につき，子の利益と福祉を最大限促進するように，当事者間に
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おけるドメスティック・バイオレンス，子の安全，一方の当事者によるドメスティック・バイオ

レンスからの他方当事者の安全等を考慮しなければならないことが規定されている（(50-13.2 条

(b))。特に，裁判所がドメスティック・バイオレンスがあったことを認定した場合には，監護権に

関する決定につき，子とドメスティック・バイオレンスの被害者を最もよく保護するような決定

を下さなければならないことが規定されている(50-13.2条(b))ほか，ドメスティック・バイオレン

ス行為を理由として，子とともにあるいは子をおいて失踪したり転居したりした場合には，監護

権又は面会交流の決定において失踪または転居の事実を不利な事情として扱ってはならない旨が

規定されている（同上）。 

 

UDPCAVA 

50A 章で統一軍務配備親の監護権及び面会交流法（UNIFORM DEPLOYED PARENTS CUSTODY 

AND VISITATION ACT）が規定されている。軍務配備についた親がそれゆえに監護権等の決定に

ついて不利益を受けることのないようにする旨を定めた規定であり，軍務配備の前後にわたって，

詳細な規定が設けられている。 


